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民
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債
権
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改
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つ
い
て 

事 務 局 便 り 

 

規模の大小を問わず多くの企業のお客様が、弊所を顧問弁護士事務所等としてご依頼くださっていることに、心よりお礼申し上げます。契約書や社内規則の作成・修正、コンプライ

アンスに関するご相談、訴訟、紛争対応など、ご遠慮なく、info＠imazulaw.com又は代表電話（☎03-5224-3235）へご連絡頂ければ幸いです。発行日:平成29年 7月 24日 発行元:弁護士

法人今津法律事務所 所在地:東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル8階 当レターがご不要である方は、恐れ入りますが、info＠imazulaw.comへご連絡頂ければと存じます。 

な
っ
て
い
ま
す
。
施
行
日
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
ら
、
本
ニ
ュ
ー
ス
レ

タ
ー
で
も
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
く
予
定

で
す
。 

  

本
連
載
の
予
定 

 

本
連
載
で
は
、
今
回
の
民
法
改
正

の
う
ち
、
特
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る

改
正
点
で
あ
る
、
①
消
滅
時
効
、
②

法
定
利
率
、
③
保
証
、
④
定
型
約
款

な
ど
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
連
載

の
形
式
に
よ
り
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
こ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

改
正
内
容
の
紹
介
に
と
ど
ま
ら

ず
、
企
業
活
動
や
社
会
生
活
に
お
い

て
、
具
体
的
に
お
役
に
立
て
る
よ
う

な
記
事
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
是
非
、
今
後
も
お

読
み
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

 

民
法
改
正
の
概
要 

 

民
法
を
大
幅
に
改
正
す
る
法
案

が
、
今
年
の
５
月
２
６
日
、
国
会

で
、
可
決
・
成
立
し
ま
し
た
。 

民
法
は
、
企
業
や
個
人
が
取
引
活

動
な
ど
を
行
う
際
の
、
最
も
原
則
的

な
ル
ー
ル
と
な
り
ま
す
。 

今
回
の
改
正
は
、
民
法
の
う
ち
、

主
と
し
て
、
「
第
１
編 

総
則
」
や

「
第
３
編 

債
権
」
な
ど
、
債
権
や

契
約
に
関
す
る
規
定
に
、
大
幅
な
改

正
を
加
え
る
も
の
で
す
。
そ
の
た

め
、
「
債
権
法
改
正
」
と
も
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。 

 

民
法
改
正
が
行
わ
れ
た
理
由 

 

 

現
行
の
民
法
は
、
明
治
３
１
年

（
１
８
９
８
年
）
に
施
行
さ
れ
ま
し

た
。 

今
回
、
民
法
改
正
が
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
①
現

行
の
民
法
の
施
行
か
ら
約
１
２
０
年

近
く
経
過
し
た
こ
と
に
と
も
な
っ

て
、
現
代
に
は
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
た

規
定
が
存
在
す
る
こ
と
、
②
約
１
２

０
年
の
間
に
判
例
法
理
と
し
て
積
み

重
ね
ら
れ
た
ル
ー
ル
の
一
部
を
、
条

文
の
形
で
明
文
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
民
法
を
わ
か
り
や
す
い
も
の
に

す
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。 

 

改
正
民
法
の
施
行
時
期 

 

 

改
正
民
法
は
、
改
正
法
が
公
布
さ

れ
た
今
年
の
６
月
２
日
か
ら
、
３
年

以
内
の
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
施
行
日

は
、
ま
だ
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
追
っ

て
、
政
令
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
に

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー 

弁
護
士
法
人

今
津
法
律
事
務
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Ｑ
＆
Ａ 

少
数
派
株
主
が
行
使
で
き
る
権
利 

【
事 

案
】
Ｙ
社
と
い
う
、
全
て
の

株
式
が
譲
渡
制
限
株
式
で
あ
る
非
公

開
会
社
に
お
い
て
、
Ｙ
社
が
発
行
し

た
株
式
の
う
ち
、
代
表
取
締
役
Ａ
が

４
０
％
、
取
締
役
Ｂ
が
３
０
％
、
会

社
の
役
職
に
は
就
い
て
い
な
い
Ｃ
が

３
０
％
有
し
て
い
ま
す
。 

 

Ａ
と
Ｂ
の
株
式
を
合
計
す
る
と
、

Ｙ
社
が
発
行
し
た
株
式
の
７
０
％
に

な
り
ま
す
の
で
、
Ｙ
社
の
重
要
事
項

の
ほ
と
ん
ど
は
、
Ａ
と
Ｂ
が
、
株
主

総
会
に
お
い
て
、
共
同
し
て
議
決
権

を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
実
際
、
二
人

で
、
ほ
し
い
ま
ま
に
、
Ｙ
社
の
重
要

な
事
項
を
決
め
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
Ａ
と
Ｂ
が
、
Ｙ
社
に
対

し
て
損
害
を
与
え
る
背
任
行
為
を

行
っ
て
い
る
疑
い
す
ら
あ
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
Ｃ
が
、
Ａ

と
Ｂ
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
に
、

ど
の
よ
う
な
手
段
が
あ
る
で
し
ょ
う

か
。 【

解 

説
】
株
主
で
あ
る
Ｃ
は
、

Ａ
と
Ｂ
の
背
任
行
為
に
関
す
る
証
拠

を
収
集
す
る
た
め
に
、
取
締
役
会
議

事
録
等
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（
会
社
法
３
７
１
条
２

項
・
３
項
、
Ｙ
社
が
監
査
役
設
置
会

社
等
の
場
合
は
裁
判
所
の
許
可
が
必

要
で
す
）
。
ま
た
、
３
％
以
上
の
株

式
を
有
す
る
Ｃ
は
、
会
計
帳
簿
の
閲

覧
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す

（
会
社
法
４
３
３
条
）
。 

さ
ら
に
、
３
％
以
上
の
株
式
を
有

す
る
Ｃ
は
、
代
表
取
締
役
で
あ
る
Ａ

の
業
務
執
行
に
関
し
て
、
調
査
を
さ

せ
る
た
め
、
裁
判
所
に
対
し
て
、
検

査
役
の
選
任
を
請
求
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
（
会
社
３
５
８
条
１
項
）
。 

こ
れ
ら
の
結
果
、
Ａ
と
Ｂ
が
、
背

任
行
為
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明

し
た
場
合
に
は
、
Ｙ
社
は
、
Ａ
と
Ｂ

に
対
し
て
、
債
務
不
履
行
又
は
不
法

行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を

有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
Ａ
は
、
Ｙ
社
の
代
表

取
締
役
で
す
か
ら
、
自
分
や
仲
の
良

い
Ｂ
に
対
し
て
、
会
社
が
訴
え
を
提

起
す
る
よ
う
に
す
る
可
能
性
は
少
な

い
で
し
ょ
う
。
監
査
役
設
置
会
社
の

場
合
で
も
、
監
査
役
が
適
切
に
行
動

す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。 

そ
こ
で
、
株
主
で
あ
る
Ｃ
は
、
一

定
の
手
続
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

Ｙ
社
が
、
取
締
役
で
あ
る
Ａ
と
Ｂ
に

対
し
て
有
し
て
い
る
損
害
賠
償
請
求

権
を
、
Ｙ
社
を
代
表
し
て
、
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
会
社
法
８
４

７
条
３
項
、
株
主
代
表
訴
訟
）
。 

ま
た
、
３
％
以
上
の
株
式
を
有
す

る
Ｃ
は
、
一
定
の
手
続
を
経
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
裁
判
所
に
対
し
て
、
Ａ

と
Ｂ
の
解
任
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
（
会
社
法
８
５
４

条
）
。 

Ａ
と
Ｂ
の
背
任
性
が
強
い
場
合
に

は
、
Ａ
と
Ｂ
が
特
別
背
任
罪
（
会
社

法
９
６
０
条
１
項
３
号
）
を
犯
し
て

い
る
と
し
て
、
警
察
に
対
し
て
、
告

発
を
行
う
こ
と
も
検
討
す
べ
き
で

す
。 
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時
事
ニ
ュ
ー
ス 

～ 

改
正
消
費
者
契
約
法
の
施
行 

～ 

昨
年
成
立
し
た
改
正
消
費
者
契
約
法
が
、
今
年
の
６
月
３
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
改
正
で

は
、
次
の
よ
う
な
、
消
費
者
保
護
を
強
化
す
る
改
正
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

①
過
量
な
内
容
の
消
費
者
契
約
（
必
要
な
分
量
を
著
し
く
超
え
て
大
量
に
購
入
さ
せ
る
契
約
）
の
取
消
に

関
す
る
規
定
の
新
設
（
法
４
条
４
項
） 

②
事
実
と
異
な
る
内
容
を
告
げ
た
場
合
に
消
費
者
契
約
が
取
消
の
対
象
と
な
る
「
重
要
事
項
」
の
範
囲

を
、
そ
の
消
費
者
契
約
の
目
的
物
の
内
容
や
取
引
条
件
以
外
に
も
拡
張
（
法
４
条
５
項
３
号
） 

③
取
消
権
の
行
使
期
間
の
伸
長
（
６
か
月
間
→
１
年
間
）
（
法
７
条
１
項
） 

④
債
務
不
履
行
や
瑕
疵
担
保
責
任
に
基
づ
く
解
除
権
を
放
棄
さ
せ
る
条
項
の
無
効
（
法
８
条
の
２
） 

 

平
素
よ
り
格
別
の
お
引
き
立
て
を
賜
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
度
、
弊
所
の
ニ
ュ
ー
ス

レ
タ
ー
を
創
刊
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

「
す
べ
て
は
お
客
様
の
た
め
に
」
を
目
標
に
、
定
期
的
に
、
法
律
情
報
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
、
ま
た
事
例

に
基
づ
く
Ｑ
＆
Ａ
等
を
、
ご
紹
介
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
だ

け
、
ご
笑
覧
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 
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